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１ ごみの現状 
 （１）ごみの排出状況 
    ごみの排出量は，平成１２年度までは人口増加などに伴い，増加傾向にありました。

平成１３年度は，芸予地震の発生に伴い，一時的にごみ排出量が増加しました。 
    平成１４年度以降の減少要因としては，分別排出の取組，関係機関等と連携した普

及啓発活動による県民の環境意識の向上，人口減少などが考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２ ごみ処理の流れ（平成２０年度） 

（注）１人１日当たりの排出量＝排出量／人口（計画収集人口）／３６５日（または３６６日） 
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図１　ごみ排出量等の推移
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（注）１．（ ）内は排出量に対する割合 

   ２. 減量化量は排出量から再生利用量及び最終処分量を

除いた量で，焼却，脱水などによる減量に相当する量

総 排 出 量      

９５.３万ｔ 

排 出 量 

９５.３万ｔ 
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９０.５万ｔ 

（95.0％） 

うち焼却量 

６２.５万ｔ 

（65.6％） 

直接最終処分量 

３.３万ｔ 

（3.5％） 

処理後再生利用量 

１８.９万ｔ 

（19.8％） 

処理残さ量 

７.７万ｔ 

（8.1％） 

減 量 化 量      

６３.９万ｔ 
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（21.4％） 

最終処分量 

１１.０万ｔ 
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１.５万ｔ 
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  （２）ごみの処理状況 
    ごみ処理量は，平成１４年度以降のごみ排出量の減少に伴い，減少しています。 

ごみ処理量のうち，焼却以外の中間処理量（粗大ごみ処理施設及び資源化施設の処

理量）については，平成１６年度に資源化施設であるごみ燃料化施設が本格的に稼動

したことに伴い，大幅に増加しています。 
    また，直接最終処分量は，平成１４年度以降減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３）ごみの再生利用等の状況 
    再生利用量は，容器包装廃棄物のリサイクル，焼却灰の有効利用等に加えて，特に，

平成１６年度にごみ燃料化施設が本格的に稼動したことに伴い，ＲＤＦ（ごみ固形燃

料）１の再生利用量が大幅に増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel：ごみ固形燃料）：ごみに含まれる厨芥・紙などを乾燥・粉砕して石灰などを混ぜ，クレヨン

状に成型加工した固形燃料のこと。 

図３　ごみ処理量の推移
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図４　ごみ再生利用量等の推移
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   また，平成１６年４月から，ＲＤＦ（ごみ固形燃料）によるごみの広域リサイクル発

電・灰溶融２事業を行う福山リサイクル発電㈱が操業を開始し，熱回収や溶融スラグ３の

リサイクルを行っています。市町のごみ焼却施設においても，焼却熱を活用した発電量

が増加するとともに，灰溶融スラグの有効利用が進みつつあります。 
 

   第１表 福山リサイクル発電（株）の施設概要 

設置場所 福山市箕沖町１０７－８ 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融炉（ＪＦＥエンジニアリング（株）） 

施設規模 
ＲＤＦ燃焼量 ３１４ｔ／日（１炉） 

発電端出力  ２０,０２０ｋＷ 発電端効率  ２８.１％ 

稼動年月 平成１６年４月 

ＲＤＦ処理量等 
平成１９年度：ＲＤＦ処理量７３,４７０トン，溶融ｽﾗｸﾞ製造量４,８５２トン 

平成２０年度：ＲＤＦ処理量７４,８２７トン，溶融ｽﾗｸﾞ製造量７,８７６トン 

発 電 量 
平成１９年度：１０６,３１４ ＭＷｈ 

平成２０年度：１１０,４２７ ＭＷｈ 

参画市町 
三原市，尾道市，福山市，府中市，庄原市，大竹市，廿日市市，世羅町，神石高原町  

合計 ９市町 

 
   第２表 市町のごみ発電量 

年 度 年間総発電量 関係ごみ処理施設 

平成１８年度 １０５,６２８ＭＷｈ

平成１９年度 １０７,４２１ＭＷｈ

平成２０年度 １１８,６４４ＭＷｈ

広島市中工場，広島市安佐南工場（平成 20 年 3 月から稼動停

止），広島市南工場， 

広島市安佐北工場，クリーンセンターくれ， 

安芸クリーンセンター 

 

   第３表 市町における溶融スラグの再生利用状況（平成２０年度） 

製造量 

（千トン） 

再生利用量 

（千トン） 
関係ごみ処理施設 

１２.０ ８.６
広島市中工場，クリーンセンターくれ， 

安芸クリーンセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 灰溶融：焼却灰やばいじんを，融点（１,３００～１,５００℃）以上の高温で処理し，岩石状の固化物にすること。灰溶融

によって得られた固化物（灰溶融固化物）は，元の容積の１／２～１／３に減容できること，重金属の溶出のおそれがない

こと，土木・建設材料としての再生利用が期待できるなどの利点がある。 

３ 溶融スラグ：被溶解物中の無機質が溶融してガラス質になったもので，道路の路盤材などに使用されている。 
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 （４）ごみの最終処分の状況 
    最終処分量は，平成１３年度まで増加傾向にありましたが，平成１４年度以降は減

少に転じています。平成１３年度は，芸予地震の発生に伴い，一時的に最終処分量が

増加しています。 
    平成１４年度以降の減少要因としては，ごみ排出量の減少のほか，各種リサイクル

法に伴う直接埋立量の減少などが考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ※平成１３年度に一時的に最終処分量が増加しているのは，平成１３年３月に発生した芸予地震の影響に

よる。 

 
 （５）ごみ処理経費の状況 

    ごみ処理経費は，ごみ処理量が年々減少する一方で，ごみ処理方法の高度化や分別

収集区分の細分化に伴う収集・中間処理費及び委託費の増加により，平成１６年度以

降はほぼ横ばい傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（注）ごみ処理経費＝人件費＋処理費（収集運搬，中間処理及び最終処分に係る経費）＋委託費 

図５　ごみの最終処分量の推移
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図６　ごみ処理経費の推移
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（６）ごみ処理施設の整備状況 

    市町及び一部事務組合が設置しているごみ処理施設の状況は，平成２０年度末現在

で，焼却施設が２６施設（処理能力：2,989ｔ/日），資源化施設が３０施設（処理能力：

635ｔ/日），粗大ごみ処理施設が１４施設（処理能力：401ｔ/日），燃料化処理施設が

７施設（処理能力：550ｔ/日），保管施設が３４施設（規模：14,353ｍ２），最終処分場

が２９施設（規模：約 892 万ｍ３，残余容量４：約 221 万ｍ３）となっています。 
 
 
 （７）不法投棄の状況 
    廃家電や家具類などの粗大ごみの不法投棄については，依然として跡を絶たない状

況にあります。 
    特に，テレビなど特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号。以下「家

電リサイクル法」という。）の対象となる大型廃家電については，排出者がリサイクル

料金等を負担することが義務付けられていることから，法施行時からこれらの不法投

棄が懸念されています。 
    県内における家電リサイクル法対象品目（テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，エアコン，洗

濯機）の不法投棄の発生状況は次のとおりとなっており，市町など関係機関により，

様々な不法投棄防止活動を実施していますが，大型廃家電の不法投棄発生台数は，ほ

ぼ横ばいで推移しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

４ 残余容量：最終処分場で廃棄物を埋立処分できる全体の容量のうち，既に埋め立てられた容量を除いた，埋立可能な容量の

こと。 
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図７　家電リサイクル法対象４品目の不法投棄状況の推移
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 ２ 汚水処理 
 （１）汚水処理の状況 

    水洗化人口５は，平成２０年度で２,４７９千人で，そのうち公共下水道６人口が

１,７８５千人（水洗化人口の 72％），浄化槽７人口が６９４千人（同 28％）となって

います。水洗化率は年々上昇していますが，全国平均に比べると，依然として低い状

況となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 水洗化人口：公共下水道に接続してし尿等を処理している公共下水道人口と浄化槽（合併処理浄化槽，単独処理浄化槽，農

業集落排水処理施設等）を利用してし尿等を処理している浄化槽人口を合わせたもの。 
６ 公共下水道：主として市街地における下水を集中排除し又は処理するために，地方公共団体が管理する下水道で，処理場を

有するもの又は流域下水道に接続するものがある。 
７ 浄化槽：水洗トイレ汚水（し尿）と，台所や風呂，洗濯などの生活雑排水を微生物の働きにより浄化処理する装置のこと。 

公共下水道 

人   口 

 

1,785 千人 

（62.3％） 

浄 化 槽 

人   口 

 

694 千人 

（24.2％） 

計 画 収 集      

人   口 

 

365 千人 

（12.7％） 

自 家 処 理      

人   口 

 

20 千人 

（0.7％） 

 

 

水 洗 化 

人   口 

 

2,479 千人 

（86.6％） 

 

 

非 水 洗 化      

人   口 

 

385 千人 

（13.4％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 人 口 

 

2,864 千人 

（100％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

下水道終末処理場 

し尿処理施設（705.9 千 kl） 

下水道投入（10.9 千 kl） 

その他（農地還元を含む） 

（0千 kl） 

自家処理量（12.9 千 kl） 

浄化槽 
排水 

県外分し尿 県外分浄化槽汚泥 

し尿 286.8 

千 kl 

し尿 282.5 千 kl 

し尿 4.3 千 kl 

し尿 

0.1 千 kl 
汚泥 

0 千 kl 

汚泥 423.3 千 kl 

汚泥 6.5 千 kl 

汚泥 0千 kl 

し尿 12.9 千 kl 

汚泥 429.9 千 kl 

図９ し尿等の処理の流れ（平成２０年度） 

（注）人口は，平成２０年１０月１日現在 

図８　水洗化・非水洗化人口の推移
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 （２）し尿等の排出状況 
    し尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の排出量は，全体としては，下水道

や合併処理浄化槽の整備・普及に伴い，年々減少しています。 
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図１０　し尿等の排出量の推移

し尿収集量 浄化槽汚泥収集量 自家処理量

 
    （３）し尿等の処理状況 

    し尿等は，し尿処理施設で処理されるものがほとんどで，一部が下水道投入により

処理されています。 
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図１１　し尿等の処理状況の推移
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（４）し尿処理施設の整備状況 

    市町及び一部事務組合が設置しているし尿処理施設は，平成２０年度末現在で３６

施設あり，１日当たりの処理能力は，２,７７７キロリットルとなっています。 
 （５）浄化槽の整備状況 
    浄化槽の設置基数は，平成２０年度末現在１９４千基であり，うち単独処理浄化槽

が１１５千基，合併処理浄化槽が７９千基となっています。 
    単独処理浄化槽は，平成１２年６月の浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）の改正

において，し尿と生活雑排水を合わせて処理するものだけが浄化槽と定義されたこと
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から，新たに設置されることはなく，既設のものが廃止されたり，下水道又は合併処

理浄化槽に転換することにより減少傾向にあります。 
    一方，合併処理浄化槽は，新設又は単独処理浄化槽からの転換により増加傾向にあ

ります。 
    総数については，新規設置による増加要因と，下水道接続による減少要因により，

最近では，ほぼ横ばいで推移しています。 
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図１２  浄化槽の設置基数の推移

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

（６）浄化槽法定検査の受検状況 
    浄化槽の管理者は，浄化槽が正しく機能しているかどうかを確認するため，浄化槽

法に基づき，法定検査を受けることが義務付けられています。具体的には，新しく浄

化槽を設置した場合や構造又は規模の変更をした場合は使用開始３か月後から８か月

後までの間（新設時検査）に，また，その後も毎年１回，水質に関する検査（定期検

査）を受ける必要があります。 
    平成２１年度における法定検査の受検率は，新設時検査については，ほぼ１００％

ですが，定期検査については，４２.７％という水準にあります。 
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図１３　浄化槽の法定検査の受検率の推移
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１ 排出量等の推移 

   近年，排出量は概ね１,４００万トン前後で推移しています。再生利用量は徐々に増加

し，平成２０年度には１，００１万トンに達し，また，最終処分量は５３万トンと大き

く減少しており，再生利用は着実に進んできました。再生利用量の増加は，鉱さい８,ば

いじん９や汚泥 10のセメントへの原料化の増大等によるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８ 鉱さい：鉱石から金属を精錬する際などに，溶融した金属上に浮かび上がる副産物等をいう。具体的には，高炉，平炉，転

炉，電気炉からの残さ（スラグ），キューポラ溶鉱炉のノロ，鋳物廃砂，サンドブラスト廃砂などがある。 
９ ばいじん：大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は焼却施設 

において発生し，集塵装置で捕集された粒子状の廃棄物のこと。 

10 汚泥：工場排水や下水などの処理後に残る又は各種製造業の製造工程において生じる泥状の廃棄物のこと。 

 

第２節 産 業 廃 棄 物  

図１４　産業廃棄物の排出量等の推移

924

1,3961,3571,4331,355

1,001927
838

207 60129
53

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２０

（万トン/年）

排出量

再生利用量

最終処分量

排 出 量 

1,396 万ｔ 

（100％） 

直接再生利用量 

655 万ｔ 

（46.9％） 

中間処理量 

711 万ｔ 

（50.9％） 

直接最終処分量 

29 万ｔ 

（2.1％） 

処理残さ量 

369 万ｔ 

（26.4％） 

減 量 化 量      

342 万ｔ 

（24.5％） 

処理後再生利用量 

346 万ｔ 

（24.8％） 

処理後最終処分量 

24 万ｔ 

（1.7％） 

一時保管量 

1 万ｔ 

（0.1％） 

再生利用量 

1,001 万ｔ 

（71.7％） 

最終処分量 

53 万ｔ 

（3.8％） 

（注） （ ）内は排出量に対する割合 

図１５ 産業廃棄物の処理の流れ（平成２０年度） 
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 ２ 排出の状況 

   平成２０年度の状況を業種別に見ると，製造業からの排出量が最も多く，以下，電気・

ガス・水道業，建設業の順となっており，この３業種で全体の９０％を超えています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  次に廃棄物の種類別に見ると，本県産業の特徴から鉱さいが４２％と最も多く，以下，

汚泥，がれき類，動物のふん尿の順となっており，この４種類で全体の８５％を占めて

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ３ 再生利用の状況 

   平成２０年度の再生利用量は１，００１万トンであり，このうち排出後，直接再生利

用された量（直接再生利用量）が６５５万トン，中間処理後再生利用された量（中間処

理後再生利用量）が３４６万トンとなっています。 
   これを業種別に見ると，製造業が最も多く，以下，建設業，農業，電気・ガス・水道

業となっており，この４業種で全体の９９％を占めています。 

図１６　業種別排出量（平成２０年度）

電気・ガス・水道業
17%（238万ｔ）

建設業
13%（178万ｔ）

農業
7%（99万ｔ）

その他
1%（13万ｔ）

製造業
62%（868万ｔ）

排出量：１,３９６万ｔ

排出量：１,３９６万ｔ

図１７　種類別排出量（平成２０年度）

金属くず
2%（30万ｔ）

その他
5%（64万ｔ）

汚泥
26%（366万ｔ）

がれき類
10%（133万ｔ）

動物のふん尿
7%（99万ｔ）

ばいじん
5%（72万ｔ）

木くず
3%（36万ｔ）

鉱さい
42%（596万ｔ）



 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   次に廃棄物の種類別に見ると，鉱さいが最も多く，以下，がれき類，動物のふん尿，

ばいじんの順となっており，この４種類で全体の８８％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   次に再生利用の用途別に見ると，セメント原材料が最も多く，以下，再生骨材・再生

路盤材 11，土木・建設資材，肥料又はその原（材）料の順となっており，この４種類で

全体の８９％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 再生骨材・再生路盤材：がれき類や鉱さいなどから再生される粗骨材（砂利），細骨材（砂），道路舗装用材のこと。 
 

再生利用量：１，００１万ｔ

図１８　業種別再生利用量（平成２０年度）

製造業
69%（694万ｔ）

その他
1%（8万ｔ）

電気・ガス・水道業
5%（52万ｔ）

農業
10%（99万ｔ）

建設業
15%（148万ｔ）

再生利用量：１,００１万ｔ

図１９　種類別再生利用量（平成２０年度）

木くず
2%（24万ｔ） その他

3%（32万ｔ）

がれき類
12%（125万ｔ）

動物のふん尿
10%（99万ｔ）

ばいじん
6%（63万ｔ）

汚泥
4%（39万ｔ）

金属くず
3%（29万ｔ）

鉱さい
60%（590万ｔ）

図２０　用途別再生利用量（平成２０年度）

再生骨材・再生路盤材
23%（226万ｔ）

土木・建設資材
15%（155万ｔ）

肥料又は
その原（材）料
12%（121万ｔ）

鉄鋼原（材）料
5%（47万ｔ）

その他
6%（58万ｔ）

セメント原材料
39%（394万ｔ）

再生利用量：１,００１万ｔ
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４ 最終処分の状況 

   最終処分量は５３万トン（排出量の３．８％）となっており，その内訳を業種別に見

ると，建設業が最も多く，以下，製造業，電気・ガス・水道業の順となっており，この

３業種で全体の９６％を占めています。 
また，最終処分量の内訳を種類別に見ると，汚泥とばいじんが最も多く，以下，がれ

き類，ガラス・コンクリート・陶磁器くず，鉱さい，廃プラスチック類の順となってお

り，この６種類で全体の７９％を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 最終処分場の施設数及び残余容量の推移 

県内の最終処分場の施設数は，平成１４年度以降漸次減少しています。また，その残

余容量は，平成１５年度以降減少を続け，平成１９年度末現在で６２６万㎥で，残余年

数が７年とひっ迫した状況にあります。 
 
 

図２１　業種別最終処分量（平成２０年度）

製造業
32%（17万ｔ）

電気・ガス・水道業
21%（11万ｔ）

その他
4%（2万ｔ）

建設業
43%（23万ｔ）

最終処分量：５３万ｔ 

図２２　種類別最終処分量（平成２０年度）

その他
21%（11万ｔ）

ばいじん
17%（9万ｔ）

がれき類
15%（8万ｔ）

ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘ‐ﾄ・
陶磁器くず
13%（7万ｔ）

鉱さい
11%（6万ｔ）

廃プラスチック類
6%（3万ｔ）

汚泥
17%（9万ｔ）

最終処分量：５３万ｔ 
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   第４表 最終処分場の設置等状況（平成１９年度末現在） 

施  設  数 残余容量（万ｍ３） 
設 置 

主 体 排 出 

事業者 

処 理 

業 者 
公 共 計 

排 出

事業者

処 理

業 者
公 共 計 

残余年数

安定型 

処分場 
５ ６７ １ ７３ ３ ３６５ １２ ３８０ ６.５ 

管理型 

処分場 
７ ２３ ２ ３２ ５ ２０４ ３７ ２４６ ８.１ 

計 １２ ９０ ３ １０５ ８ ５６９ ４９ ６２６ ７.０ 

 

 

 

 

 ６ 不法投棄の状況 

   投棄量が１０トン以上の不法投棄の発生状況は，ここ１０年間，年間１０件未満です

が，毎年発生しており，投棄量が１，０００トンを超える年度もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 表中の施設は，廃棄物処理法第１５条の許可対象施設。 
   ２ 残余年数は，平成１９年度の埋立量の実績（管理型３０万立方メートル，安定型５８万立方メートル）から試算

したもの。 
   ３ 安定型処分場：地下水を汚染しない廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず・コンクリートくず・

陶磁器くず及びがれき類のみを埋め立てる産業廃棄物最終処分場のこと。 
   ４ 管理型処分場：浸出水による公共用水域及び地下水の汚染を防止するため，しゃ水工，集水設備，浸出水処理設

備等が設けられ，燃え殻，汚泥，木くず，鉱さい及びばいじんなどを埋め立てる産業廃棄物最終処分場のこと。

図２３　最終処分場の施設数及び残余容量
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図２４　産業廃棄物の不法投棄発生状況の推移（投棄量１０ｔ以上の事案）
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７ 産業廃棄物の広域移動の状況 

   産業廃棄物は，都道府県の区域内に限らず，都道府県の区域を越えて運搬され処分さ

れています。 

  ○ 県外産業廃棄物の県内への搬入状況 

    平成２０年度に県外から県内へ搬入・処分された産業廃棄物の量は６１.１万トンで，

うち，埋立された量は２７.８万トン（搬入量の４５％）となっています。 

４３都府県から搬入されており，主な搬出元は，岡山県，東京都，山口県，島根県

及び愛媛県となっています。種類別では，主に汚泥，廃プラスチック類及び鉱さいが

搬入されています。 

  ○ 県内産業廃棄物の県外への搬出状況 

    平成２０年度に県内から県外へ搬出・処分された産業廃棄物の量は８１.５万トンと

なっています。３４道府県へ搬出されており，主な搬出先は，福岡県，山口県，大分

県，高知県及び岡山県となっています。搬出された廃棄物は，種類別では，ばいじん，

汚泥，がれき類で，主として，ばいじん及び汚泥がセメント原材料，がれき類は再生

資材・再生路盤材として有効利用されています。 

 

   第５表 産業廃棄物の広域移動状況の推移 

年 度 県外からの搬入量 県外への搬出量 

Ｈ１５ ６２.２（うち埋立２８.０） ６６.４（うち埋立２.８） 

Ｈ１６ ６０.９（うち埋立３０.８） ７３.１（うち埋立３.４） 

Ｈ１７ ６５.７（うち埋立４０.６） ７３.７（うち埋立８.５） 

Ｈ１８ ９０.９（うち埋立３２.４） ７３.９（うち埋立０.７） 

Ｈ１９ ６１.４（うち埋立２７.４） ７０.７（うち埋立７.９） 

Ｈ２０ ６１.１（うち埋立２７.８） ８１.５（うち埋立７.９） 

  
  
  
  
  
  

単位：万トン 


